
議案第５０号

向日市税条例の一部改正について

向日市税条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２５年１１月２７日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市税条例の一部を改正する条例

向日市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正

する。

第３４条の８第２項中「法第３１４条の７第２項」の次に「（法

附則第５条の６第２項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加える。

第４７条の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年

の」を加え、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を

第２号とする。

第４７条の５第１項中「当該年度の前年度において第４７条の２

第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に

係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者

に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年

金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第

４４条第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合に

おいては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２

分の１に相当する額」に改める。

附則第３条の２中「、第５２条」を削り、「延滞金の」の次に

「年１４．６パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の１１

月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準
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割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年

の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割

合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条にお

いて同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割

合に０.１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。」を「その年（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．

３パーセントの割合」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 当分の間、第５２条に規定する延滞金の年７．３パーセントの

割合は、同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中におい

ては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

附則第４条第１項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８

９号）」を加え、「（以下本項」を「（当該期間内に前条第２項の

規定により第５２条に規定する延滞金の割合を同項に規定する特例

基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。

以下この項」に、「到来する場合には、」を「到来する場合におけ

る」に、「前条」を「前条第２項」に改める。

附則第４条の２中「第９項」を「第１０項」に改める。

附則第６条第４項及び第６条の２第４項中「、第１９条第１項」

の次に「、第１９条の２第１項」を加え、「第２０条の２第１項」

を「第２０条第１項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、



- 3 -

「譲渡所得等の金額」の次に「、附則第１９条の２第１項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を加える。

附則第７条の３の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年

度」に、「平成２５年」を「平成２９年」に、「附則第５条の４の

２第５項」を「附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）」に改める。

附則第７条の４中「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９

条の２第１項」を加え、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２

０条第１項」に改め、「附則第５条の５第２項」の次に「（法附則

第５条の６第２項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加える。

附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改

め、同条第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配

当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民

税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の

規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定

する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条

第１項」を「利子所得及び配当所得については、第３３条第１項」

に、「配当所得の金額（以下」を「利子所得の金額及び配当所得の

金額として令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところにより

計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を

「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を

「課税配当所得等」に改め、同条第２項中「市民税」を「前項の規

定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株

式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」と
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いう。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務

者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４

月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載の

ある第３３条第４項に規定する申告書を提出した場合に限り適用す

るものとし、市民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株

式等の配当等」に改め、同条第３項第１号、第３号及び第４号中

「配当所得」を「配当所得等」に改める。

附則第１７条の２第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条

の９の５まで」を「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に

改める。

附則第１９条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同

条第１項中「株式等に」を「一般株式等に」に、「附則第１８条第

６項」を「附則第１８条第５項」に改め、「当該市民税の所得割の

納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」とい

う。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定

の適用を受けないものを除く。）を除外して算定するものとす

る。」を削り、「第２項第１号」を「次項第１号」に改め、同条第

２項第１号、第３号及び第４号中「株式等」を「一般株式等」に改

める。

附則第１９条の２を次のように改める。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例）
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第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等につい

ては、第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲

渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５項に定めるところ

により計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が法第２

３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下こ

の項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得

を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受け

ないものを除く。）を除外して算定するものとする。以下この項

において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る

譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１号の規

定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当

する金額に相当する市民税の所得割を課する。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準

用する。この場合において、同条第２項中「附則第１９条第１

項」とあるのは「附則第１９条の２第１項」と、「一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法

第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用される同法」

と読み替えるものとする。
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附則第１９条の３から第２０条までを削る。

附則第２０条の２第２項中「附則第２０条の２第１項」を「附則

第２０条第１項」に改め、同条を附則第２０条とする。

附則第２０条の３を削る。

附則第２０条の４第２項中「附則第２０条の４第１項」を「附則

第２０条の２第１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条

の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改め、同項第２号中

「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に、

「附則第２０条の４第４項」を「附則第２０条の２第４項」に改め、

同項第３号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第

３項」に改め、「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、

同項第４号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第

３項」に改め、同条第６項中「附則第２０条の４第３項」を「附則

第２０条の２第３項」に改め、同条を附則第２０条の２とする。

附則第２０条の５を削る。

附則第２２条の２の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条

第１項を次のように改める。

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本

大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震

及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項にお

いて同じ。）により滅失（東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下

この条及び次条において「震災特例法」という。）第１１条の６

第１項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同

じ。）をしたことによってその居住の用に供することができなく
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なった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の

用に供されていた土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。

次項において同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に

規定する譲渡をいう。次項において同じ。）をした場合には、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句として、附則第１７条、附則第１７条の

２、附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。

附則第１７条 第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災の

第１項 被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律（平成２３年

法律第２９号）第１１条の６第１

項の規定により適用される場合を

含む。）

同法第３１条第 租税特別措置法第３１条第１項

１項

附則第１７条 第３５条の２ま 第３４条の３まで、第３５条（東

の２第３項 で、第３６条の 日本大震災の被災者等に係る国税

２、第３６条の 関係法律の臨時特例に関する法律

５ 第１１条の６第１項の規定により

適用される場合を含む。）、第３

５条の２、第３６条の２若しくは

第３６条の５（これらの規定が東

日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律
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第１１条の６第１項の規定により

適用される場合を含む。）

附則第１７条 租税特別措置法 東日本大震災の被災者等に係る国

の３第１項 第３１条の３第 税関係法律の臨時特例に関する法

１項 律第１１条の６第１項の規定によ

り適用される租税特別措置法第３

１条の３第１項

附則第１８条 第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災の

第１項 被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６

第１項の規定により適用される場

合を含む。）

同法第３２条第 租税特別措置法第３２条第１項

１項

附則第２２条の２第２項中「前項の規定は、同項」を「前２項の

規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本

大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供すること

ができなくなった所得割の納税義務者（以下この項において「被

相続人」という。）の相続人（震災特例法第１１条の６第２項に

規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、当該滅

失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この

項において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をし

た場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住
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の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。）にお

ける当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供すること

ができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外

の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部

分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。）の

譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がそ

の取得をした日として令附則第２７条の２第４項で定める日から

引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷

地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみな

して、前項の規定により読み替えられた附則第１７条、附則第１

７条の２、附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。

附則第２３条第１項中「附則第４５条第３項」を「附則第４５条

第４項」に、「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５

条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）」に、「附則第５条の４の２第５項」と、」を「附

則第５条の４の２第６項」と、」に改め、同条第２項中「第１３条

の２第１項から第５項」を「第１３条の２第１項から第６項」に、

「附則第４５条第４項」を「附則第４５条第５項」に、「「法附則

第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第６項（同条

第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に、

「適用される法附則第５条の４の２第５項」を「適用される法附則

第５条の４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）」に改める。

附 則

（施行期日）
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第１条 この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第７条の３の２及び第２３条の改正規定並びに附則第３

条第６項の規定 平成２７年１月１日

(2) 附則第３条第１項の規定 平成２８年１月１日

(3) 第４７条の２第１項及び第４７条の５第１項の改正規定並び

に附則第３条第２項の規定 平成２８年１０月１日

(4) 附則第６条第４項及び第６条の２第４項の改正規定、附則第

７条の４の改正規定（「附則第１９条第１項」の次に「、附則

第１９条の２第１項」を加え、「附則第２０条の２第１項」を

「附則第２０条第１項」に改める部分に限る。）、附則第１６

条の３及び第１９条から第２０条の５までの改正規定並びに附

則第３条第４項の規定 平成２９年１月１日

（延滞金に関する経過措置）

第２条 改正後の向日市税条例（以下「新条例」という。）附則第

３条の２の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものに

ついては、なお従前の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 平成２８年１月１日前に発行された所得税法等の一部を改

正する法律（平成２５年法律第５号）第８条の規定による改正前

の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１２第

７項に規定する割引債（同条第９項に規定する特定短期公社債を

除く。）について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差

益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。
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２ 新条例第４７条の２及び第４７条の５の規定は、平成２８年１

０月１日以後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７

条の２第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公的

年金等」という。）に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に

ついて適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収については、なお従前の例による。

３ 新条例附則第４条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、平成２５年度までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

４ 新条例附則第６条、第６条の２、第７条の４、第１６条の３及

び第１９条から第２０条の２までの規定中個人の市民税に関する

部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。

５ 新条例附則第２２条の２第２項の規定は、市民税の所得割の納

税義務者が平成２５年１月１日以後に行う同項に規定する土地等

の譲渡について適用する。

６ 新条例附則第２３条の規定は、平成２７年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、平成２６年度までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。
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〈参 考〉

向日市税条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第３４条の８ 略 第３４条の８ 略

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項（法附 ２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項

則第５条の６第２項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とす に定めるところにより計算した金額とす

る。 る。

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴 （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴

収） 収）

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初 第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初

日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受け 日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受け

た者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第 た者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第

３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下 ３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下

この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳 この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳

以上の者（特別徴収の方法によって徴収することが著し 以上の者（特別徴収の方法によって徴収することが著し

く困難であると認められるものとして次に掲げるものを く困難であると認められるものとして次に掲げるものを

除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」 除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」

という。）である場合においては、当該納税義務者の前 という。）である場合においては、当該納税義務者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割 年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４４条 額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４４条

第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場 第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場

合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。 合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この条及び第４７条の５において同じ。）の２分の 以下この条及び第４７条の５において同じ。）の２分の

１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る １に相当する額（以下この節において「年金所得に係る

特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年 特別徴収税額」という。）を当該年度の

の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に支払われ １０月１日から翌年の３月３１日までの間に支払われ

る老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に る老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に

特別徴収の方法によって徴収する。 特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 当該年度の初日の属する年の１月１日以後引き続き

市の区域内に住所を有する者でない者

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が１８０,００ (2) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が１８０,００

０円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保 ０円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１３５条第５項に 険法（平成９年法律第１２３号）第１３５条第５項に
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規定する特別徴収対象被保険者でない者 規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合に (3) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合に

は当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受け は当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受け

ないこととなると認められる者 ないこととなると認められる者

２ 略 ２ 略

（年金所得に係る仮特別徴収税額等） （年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第４７条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の１０月 第４７条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の１０月

１日からその翌年の３月３１日までの間における特別徴 １日からその翌年の３月３１日までの間における特別徴

収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特 収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特

別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者に 別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者に

ついて、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の ついて、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の

属する年の９月３０日までの間において支払われる場合 属する年の９月３０日までの間において支払われる場合

においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公 においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公

的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算 的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該特別徴収 額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前

対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税 年度において第４７条の２第１項の規定により特別徴収

のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年 の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額

金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 に相当する額

（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第４４

条第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した

場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係

る所得割額）の２分の１に相当する額をいう。以下この をいう。以下この

節において同じ。）を、当該年度の初日からその日の属 節において同じ。）を、当該年度の初日からその日の属

する年の９月３０日までの間において特別徴収対象年金 する年の９月３０日までの間において特別徴収対象年金

給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収す 給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収す

る。 る。

２及び３ 略 ２及び３ 略

附 則 附 則

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４ 第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４

８条第３項、第５０条第２項 、第５３条の１ ８条第３項、第５０条第２項、第５２条、第５３条の１

２第２項、第７２条第２項、第９８条第５項、第１０１ ２第２項、第７２条第２項、第９８条第５項、第１０１

条第２項、第１３９条第２項（第１４０条の７において 条第２項、第１３９条第２項（第１４０条の７において

準用する場合を含む。）及び第１４０条第２項（第１４ 準用する場合を含む。）及び第１４０条第２項（第１４

０条の７において準用する場合を含む。）に規定する延 ０条の７において準用する場合を含む。）に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７.３パーセ 滞金の 年７.３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例 ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２ 基準割合（各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合 ける日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

を加算した割合をいう。以下この条において同じ 項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率
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。）が年 に年４パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年

７.３パーセントの割合に満たない場合には、その年 ７.３パーセントの割合に満たない場合には、その年中

（以下この条において「特例基準割合適用年」とい においては、当該特例基準割合（当該割合に０.１パー

う。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあ セント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

っては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に

年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．

３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が

年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合）とする。 ）とする。

２ 当分の間、第５２条に規定する延滞金の年７．３パー

セントの割合は、同条の規定にかかわらず、特例基準割

合適用年中においては、当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合とする。

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号） 第４条 当分の間、日本銀行法

第１５条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定に 第１５条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定に

より定められる商業手形の基準割引率が年５.５パーセ より定められる商業手形の基準割引率が年５.５パーセ

ントを超えて定められる日からその後年５.５パーセン ントを超えて定められる日からその後年５.５パーセン

ト以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に ト以下に定められる日の前日までの期間（以下本項

前条第２項の規定により第５２条に規定する延滞金の割

合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項におい におい

て「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第 て「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第

１項（同法第１４５条第１項において準用する場合を含 １項（同法第１４５条第１項において準用する場合を含

む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項 む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項

に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２ に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２

４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４ ４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４

項に規定する申告書の提出期限が当該年５.５パーセン 項に規定する申告書の提出期限が当該年５.５パーセン

ト以下に定められる日以後に到来することとなる市民税 ト以下に定められる日以後に到来することとなる市民税

に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合には、

当該市民税に係る第５２条の規定による延滞金について 当該市民税に係る第５２条の規定による延滞金について

は、当該年５.５パーセントを超えて定められる日から は、当該年５.５パーセントを超えて定められる日から

当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特 当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特

例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第５ 例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第５

２条に規定する延滞金の年７.３パーセントの割合は、 ２条に規定する延滞金の年７.３パーセントの割合は、

同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年７.３ 同条及び前条 の規定にかかわらず、当該年７.３

パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手 パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手

形の基準割引率のうち年５.５パーセントの割合を超え 形の基準割引率のうち年５.５パーセントの割合を超え

る部分の割合を年０.２５パーセントの割合で除して得 る部分の割合を年０.２５パーセントの割合で除して得
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た数を年０.７３パーセントの割合に乗じて計算した割 た数を年０.７３パーセントの割合に乗じて計算した割

合とを合計した割合（当該合計した割合が年１２.７７ 合とを合計した割合（当該合計した割合が年１２.７７

５パーセントの割合を超える場合には、年１２.７７５ ５パーセントの割合を超える場合には、年１２.７７５

パーセントの割合）とする。 パーセントの割合）とする。

２ 略 ２ 略

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） （公益法人等に係る市民税の課税の特例）

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後 第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後

段（同条第６項から第１０項までの規定によりみなして 段（同条第６項から第９項 までの規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第４ 適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第４

０条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第１ ０条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第９

０項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみ 項 までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみ

なされる法人を含む。）を同法第４０条第３項に規定す なされる法人を含む。）を同法第４０条第３項に規定す

る贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３条 る贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３条

の２の３で定めるところにより、これに同項に規定する の２の３で定めるところにより、これに同項に規定する

財産（租税特別措置法第４０条第６項から第１０項まで 財産（租税特別措置法第４０条第６項から第９項 まで

の規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を の規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を

含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑 含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑

所得の金額に係る市民税の所得割を課する。 所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及

び繰越控除） び繰越控除）

第６条 略 第６条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお ４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金 ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金

額」とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項 額」とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計 に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計

所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の 所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の

４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有 ４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有

する場合には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７ する場合には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７

条第１項、第１８条第１項、第１９条第１項、第１９条 条第１項、第１８条第１項、第１９条第１項

の２第１項又は第２０条第１項 の規定の適用がある 又は第２０条の２第１項の規定の適用がある

場合における前項の規定の適用については、同項中「合 場合における前項の規定の適用については、同項中「合

計所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１７条 計所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１７条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第１８条第 第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第１８条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第１９条第１ １項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第１９条第１

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、附則 項に規定する株式等 に係る譲渡所得等の金額

第１９条の２第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額又は附則第２０条第１項 に規定する先物 又は附則第２０条の２第１項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの 取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの

金額を含む。）」とする。 金額を含む。）」とする。
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５ 略 ５ 略

（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除） （特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）

第６条の２ 略 第６条の２ 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお ４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金 ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金

額」とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項 額」とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計 に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計

所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の 所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の

４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有 ４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有

する場合には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７ する場合には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７

条第１項、第１８条第１項、第１９条第１項、第１９条 条第１項、第１８条第１項、第１９条第１項

の２第１項又は第２０条第１項 の規定の適用がある 又は第２０条の２第１項の規定の適用がある

場合における前項の規定の適用については、同項中「合 場合における前項の規定の適用については、同項中「合

計所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１７条 計所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則第１７条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第１８条第 第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第１８条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第１９条第１ １項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第１９条第１

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、附則 項に規定する株式等 に係る譲渡所得等の金額

第１９条の２第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額又は附則第２０条第１項 に規定する先物 又は附則第２０条の２第１項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの 取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの

金額を含む。）」とする。 金額を含む。）」とする。

５ 略 ５ 略

第７条の３の２ 平成２２年度から平成３９年度までの各 第７条の３の２ 平成２２年度から平成３５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前 年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前

年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１ 年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１

条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１ 条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２９年 １年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２５年

までの各年である場合に限る。）において、前条第１項 までの各年である場合に限る。）において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２ の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２

第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される 第５項

場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額 に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の１１ を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の１１

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の４ 第３４条の８の規定の適用を受ける市民税の 第７条の４ 第３４条の８の規定の適用を受ける市民税の

所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第２項第２号 所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第２項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第３４ 若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第３４

条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得 条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得
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金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当 金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、附則第１６条の 該納税義務者の前年中の所得について、附則第１６条の

３第１項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第１ ３第１項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第１

項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項、附則第 項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項

１９条の２第１項又は附則第２０条第１項 の規定の 又は附則第２０条の２第１項の規定の

適用を受けるときは、第３４条の８第２項に規定する特 適用を受けるときは、第３４条の８第２項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の 例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の

５第２項（法附則第５条の６第２項の規定により読み替 ５第２項

えて適用される場合を含む。）に定めるところにより計 に定めるところにより計

算した金額とする。 算した金額とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特 （上場株式等に係る配当所得 に係る市民税の課税の特

例） 例）

第１６条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が 第１６条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上 前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上

場株式等の配当等（以下この項 において「上場 場株式等の配当等（以下この項及び次項において「上場

株式等の配当等」という。）を有する場合に 株式等の配当等」という。）を有する場合において、当

該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４

月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等

の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受

けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する

は、当該上場株式等の配当等に係 申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係

る利子所得及び配当所得については、第３３条第１項及 る配当所得については、同条第１項 及

び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る 所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る

利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６ 配当所得の金額（以下

条の２の１１第３項で定めるところにより計算した金額

（以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の この項において「上場株式等に係る配当所得の金

金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当所 額 」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当所

得等の金額（上場株式等に係る配当所得等の金額（第３ 得 の金額（上場株式等に係る配当所得の金額 （第３

項第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の 項第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）を ２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）を

いう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民 いう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民

税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式 税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式

等の配当等に係る配当所得については、附則第７条第１ 等の配当等に係る配当所得については、附則第７条第１

項の規定は、適用しない。 項の規定は、適用しない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項 ２ 市民税

に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項におい

て「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所

得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特

定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４
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月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等

の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受け

ようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申

告書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税の の

所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上 所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株

場株式等の配当等に係る配当所得について第３３条第１ 式等の配当等 に係る配当所得について第３３条第１

項及び第２項並びに第３４条の３の規定の適用を受けた 項及び第２項並びに第３４条の３の規定の適用を受けた

場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき 場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき

他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、 他の上場株式等の配当等 に係る配当所得について、

前項の規定は、適用しない。 前項の規定は、適用しない。

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 ろによる。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１６条 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１６条

の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得 の

金額」とする。 金額」とする。

(2) 略 (2) 略

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山 (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は 林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

附則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る 附則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」と 配当所得 の金額」と、「もしくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第 あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第

８条の４第１項に規定する上場株式等に係る配当所得 ８条の４第１項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 の金額」とする。

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配 則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」と 当所得 の金額」と、同条第２項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項 あるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 の規定による市民税の所得割の額」とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

第１７条の２ 略 第１７条の２ 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合 ３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合

において、所得割の納税義務者が、その有する土地等に において、所得割の納税義務者が、その有する土地等に

つき、租税特別措置法第３３条から第３３条の４まで、 つき、租税特別措置法第３３条から第３３条の４まで、

第３４条から第３５条の２まで、第３６条の２、第３６ 第３４条から第３５条の２まで、第３６条の２、第３６

条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の７ま 条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の７まで

で、第３７条の９の４又は第３７条の９の５ の規定 又は第３７条の９の２から第３７条の９の５までの規定
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の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する 規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないもの 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないもの

とみなす。 とみなす。

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課 （株式等 に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課

税の特例） 税の特例）

第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税 第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税

特別措置法第３７条の１０第１項に規定する一般株式等 特別措置法第３７条の１０第１項に規定する株式等に

に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に 係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に

係る譲渡所得等については、第３３条及び第３４条の３ 係る譲渡所得等については、第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該

一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第１８ 株式等に 係る譲渡所得等の金額として令附則第１８

条第５項に定めるところにより計算した金額（ 条第６項に定めるところにより計算した金額（当該市民

税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１６号に

規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において

「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有

する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定

の適用を受けないものを除く。）を除外して算定するも

以下この項において「一般株式等に係る譲渡 のとする。以下この項において「株式等に 係る譲渡

所得等の金額」という。）に対し、一般株式等に係る課 所得等の金額」という。）に対し、株式等に 係る課

税譲渡所得等の金額（一般株式等に係る譲渡所得等の金 税譲渡所得等の金額（株式等に 係る譲渡所得等の金

額（次項第１号 の規定により読み替えて適用される第 額（第２項第１号の規定により読み替えて適用される第

３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の ３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当 金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当

する市民税の所得割を課する。 する市民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。 による。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第１９条第 所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第１９条第

１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」 １項に規定する株式等 に係る譲渡所得等の金額」

とする。 とする。

(2) 略 (2) 略

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山 (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は 林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

附則第１９条第１項に規定する一般株式等に係る譲渡 附則第１９条第１項に規定する株式等 に係る譲渡

所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とある 所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第３７ のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第３７

条の１０第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得 条の１０第１項に規定する株式等 に係る譲渡所得

等の金額」とする。 等の金額」とする。
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(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第１９条第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所 則第１９条第１項に規定する株式等 に係る譲渡所

得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある 得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定に のは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 よる市民税の所得割の額」とする。

（特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲

渡所得等の課税の特例）

第１９条の２ 市民税の所得割の納税義務者について、そ

の有する租税特別措置法第３７条の１０の２第１項に規

定する特定管理株式（以下この項及び次項において「特

定管理株式」という。）又は同項に規定する特定保有株

式（以下この条において「特定保有株式」という。）が

株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合

として同条第１項各号に掲げる事実が発生したときは、

当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保

有株式の譲渡（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号）第２８条第８項第３号イに掲げる取引の方法により

行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。）

をしたことと、当該損失の金額として令附則第１８条の

２第５項で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有

株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞ

れみなして、この条及び前条の規定その他のこの条例の

規定を適用する。

２ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第３７条の１０の２第１項に規定する特定管理口座

（その者が２以上の特定管理口座を有する場合には、そ

れぞれの特定管理口座）に係る同条第１項に規定する振

替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座

に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡（これに

類するものとして令附則第１８条の２第２項で定めるも

のを含む。以下この項において同じ。）をした場合に

は、令附則第１８条の２第６項で定めるところにより、

当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所

得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以

外の同法第３７条の１０第２項に規定する株式等の譲渡

による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金

額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

３ 第１項の規定は、令附則第１８条の２第７項で定める

ところにより、第１項に規定する事実が発生した年の末
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日の属する年度の翌年度分の第３６条の２第１項又は第

４項の規定による申告書（その提出期限後において市民

税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申

告書を含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。）に限り、適用する。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課

税の特例）

第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３７条の１１第１項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式

等に係る譲渡所得等については、第３３条第１項及び第

２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の

金額として令附則第１８条の２第５項に定めるところに

より計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡所

得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金

額」という。）に係る所得を有する場合には、当該特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第６項

の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを

除く。）を除外して算定するものとする。以下この項に

おいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とい

う。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において準

用する前条第２項第１号の規定により読み替えて適用さ

れる第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額

に相当する市民税の所得割を課する。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合に

ついて準用する。この場合において、同条第２項中「附

則第１９条第１項」とあるのは「附則第１９条の２第１

項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とある

のは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税

特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第３７条の１

１第６項の規定により読み替えて準用される同法」と読

み替えるものとする。

第１９条の３ 削除
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（特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例）

第１９条の４ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租

税特別措置法第３７条の１１の３第３項第１号に規定す

る特定口座を有する場合における法附則第３５条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に

ついては、法附則第３５条の２の４第４項及び第５項に

定めるところにより行うものとする。

（源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の

特例）

第１９条の５ 市民税の所得割の納税義務者が支払を受け

る租税特別措置法第３７条の１１の６第１項に規定する

源泉徴収選択口座内配当等（以下この条及び次条におい

て「源泉徴収選択口座内配当等」という。）について

は、令附則第１８条の４の２第１０項で定めるところに

より、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の

金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等（所

得税法第２４条第１項に規定する配当等をいう。）に係

る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算す

るものとする。

２ 市民税の所得割の納税義務者が第３３条第４項の規定

によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得

についての記載をした同項に規定する申告書を提出する

場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配

当等に係る租税特別措置法第３７条の１１の４第１項に

規定する源泉徴収選択口座（以下次条において「源泉徴

収選択口座」という。）において前年中に交付を受けた

すべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得について

の記載を行うものとする。

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）

第１９条の６ 所得割の納税義務者の平成２２年度分以後

の各年度分の法附則第３５条の２の６第１２項に規定す

る上場株式等に係る譲渡損失の金額（以下この項及び次

項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とい

う。）は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じ

た年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場

株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載

した第３６条の２第１項の規定による申告書を提出した

場合（市長においてやむを得ない事情があると認める場

合には、当該申告書をその提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出した場合を含
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む。）に限り、附則第１６条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

２ 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定によ

り申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法

附則第３５条の２の５第３項の規定により特別徴収義務

者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入す

べき府民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座

内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額

がある場合には、第３３条第４項に規定する申告書に当

該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座に

おいて前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座

内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

３ 第１項の規定の適用がある場合における附則第１６条

の３の規定の適用については、同条第１項中「配当所得

の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（附則第１

９条の６第１項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。以下」とする。

４ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた法

附則第３５条の２の６第１６項に規定する上場株式等に

係る譲渡損失の金額（この項の規定により前年前におい

て控除されたものを除く。以下この項において「上場株

式等に係る譲渡損失の金額」という。）は、当該上場株

式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年

度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失

の金額の控除に関する事項を記載した第３６条の２第１

項又は第４項の規定による申告書（第６項において準用

する同条第５項の規定による申告書を含む。以下この項

において同じ。）を提出した場合（市長においてやむを

得ない事情があると認める場合には、これらの申告書を

その提出期限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出した場合を含む。）において、その後の

年度分の市民税について連続してこれらの申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時

までに提出されたものを含む。）を提出しているときに

限り、附則第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡

所得等の金額及び附則第１６条の３第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額（第１項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額。）の計算上控除す

る。

５ 前項の規定の適用がある場合における附則第１６条の
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３第１項及び第２項並びに附則第１９条第１項の規定の

適用については、附則第１６条の３第１項中「配当所得

の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（附則第１

９条の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。以下」と、附則第１９条第１項中「計算した

金額（」とあるのは、「計算した金額（附則第１９条の

６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額とし、」とする。

６ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に

規定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度

の翌年度以後の年度において第４項の規定の適用を受け

ようとする場合であって、当該年度の市民税について同

条第４項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条

第５項の規定によって同条第１項の申告書を提出するこ

とができる場合のいずれにも該当しない場合について準

用する。この場合において、同条第５項中「純損失又は

雑損失の金額」とあるのは「附則第１９条の６第４項に

規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「、第

１項の申告書」とあるのは「、同項に規定する上場株式

等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書」と読み

替えるものとする。

７ 第４項の規定の適用がある場合における第３６条の３

の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書

（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条

の１２の２第１１項（同法第３７条の１３の２第７項に

おいて準用する場合を含む。）において準用する所得税

法第１２３条第１項の規定による申告書を含む。」と、

「又は第３項から第５項まで」とあるのは「若しくは第

３項から第５項まで又は附則第１９条の６第６項におい

て準用する前条第５項」と、同条第２項中「又は第３項

から第５項まで」とあるのは「若しくは第３項から第５

項まで又は附則第１９条の６第６項において準用する前

条第５項」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控

除等及び譲渡所得等の課税の特例）

第２０条 租税特別措置法第３７条の１３第１項に規定す

る特定中小会社の同項に規定する特定株式（以下この条

において「特定株式」という。）を払込み（当該株式の
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発行に際してするものに限る。以下この条において同

じ。）により取得（法附則第３５条の３第９項に規定す

る取得をいう。以下この条において同じ。）をした所得

割の納税義務者（令附則第１８条の６第１７項に規定す

る者を除く。以下この条において同じ。）について、租

税特別措置法第３７条の１３の２第１項に規定する適用

期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定

株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じ

た場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、

同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の

譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第３５

条の３第９項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をし

たことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、こ

の条例の規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末

日の属する年度の翌年度分の第３６条の２第１項若しく

は第４項の規定による申告書又は第５項において準用す

る同条第５項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項

の確定申告書又は租税特別措置法第３７条の１３の２第

７項において準用する同法第３７条の１２の２第１１項

において準用する所得税法第１２３条第１項の規定によ

る申告書を含む。）に前項の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。）に限り、適用する。

３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた法

附則第３５条の３第１２項に規定する特定株式に係る譲

渡損失の金額（この項の規定により前年前において控除

されたものを除く。以下この条において「特定株式に係

る譲渡損失の金額」という。）は、当該特定株式に係る

譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度

の市民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除

に関する事項を記載した第３６条の２第１項又は第４項

の規定による申告書（第５項において準用する同条第５

項の規定による申告書を含む。以下この項において同

じ。）を提出した場合（市長においてやむを得ない事情

があると認める場合には、これらの申告書をその提出期

限後において市民税の納税通知書が送達される時までに
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提出した場合を含む。）において、その後の年度分の市

民税について連続してこれらの申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたものを含む。）を提出しているときに限り、附則

第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金

額の計算上控除する。

４ 前項の規定の適用がある場合における附則第１９条第

１項の規定の適用については、同項中「計算した金額

（」とあるのは、「計算した金額（附則第２０条第３項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額と

し、」とする。

５ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に

規定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度

の翌年度以後の年度において第３項の規定の適用を受け

ようとする場合であって、当該年度の市民税について同

条第４項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条

第５項の規定によって同条第１項の申告書を提出するこ

とができる場合のいずれにも該当しない場合について準

用する。この場合において、同条第５項中「純損失又は

雑損失の金額」とあるのは「附則第２０条第３項に規定

する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「、第１項の

申告書」とあるのは「、同項に規定する特定株式に係る

譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書」と読み替えるも

のとする。

６ 第３項の規定の適用がある場合における第３６条の３

の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書

（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条

の１３の２第７項において準用する同法第３７条の１２

の２第１１項において準用する所得税法第１２３条第１

項の規定による申告書を含む。」と、「又は第３項から

第５項まで」とあるのは「若しくは第３項から第５項ま

で又は附則第２０条第５項において準用する前条第５

項」と、同条第２項中「又は第３項から第５項まで」と

あるのは「若しくは第３項から第５項まで又は附則第２

０条第５項において準用する前条第５項」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の

特例） 特例）

第２０条 略 第２０条の２ 略
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２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。 による。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条

第１項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金 の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 額」とする。

(2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１ (2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条 項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適 の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の 用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の

９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則 ９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中 第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条第１項 の規定による市民税の所得割の額」 ２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第２０条第１項 の規定 のは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の

１１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 １１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条第１項 の規定による市民税の所得割の 則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 額」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山 (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は 林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

附則第２０条第１項 に規定する先物取引に係る雑 附則第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とある 所得等の金額」と、「もしくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第４１ のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第４１

条の１４第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の 条の１４第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」とする。 金額」とする。

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第２０条第１項 に規定する先物取引に係る雑所 則第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある 得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第２０条第１項 の規 のは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」とする。 定による市民税の所得割の額」とする。

（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）

第２０条の３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年

に生じた法附則第３５条の４の２第８項に規定する先物

取引の差金等決済に係る損失の金額（この項の規定によ

り前年前において控除されたものを除く。以下この項に

おいて「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」とい

う。）は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額
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の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税につい

て先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関す

る事項を記載した第３６条の２第１項又は第４項の規定

による申告書（第３項において準用する同条第５項の規

定による申告書を含む。以下この項において同じ。）を

提出した場合（市長においてやむを得ない事情があると

認める場合には、これらの申告書をその提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時までに提出した

場合を含む。）において、その後の年度分の市民税につ

いて連続してこれらの申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。）を提出しているときに限り、前条第１項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除す

る。

２ 前項の規定の適用がある場合における前条第１項の規

定の適用については、同項中「計算した金額（」とある

のは、「計算した金額（次条第１項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額。」とする。

３ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に

規定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度

の翌年度以後の年度において第１項の規定の適用を受け

ようとする場合であって、当該年度の市民税について同

条第４項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条

第５項の規定によって同条第１項の申告書を提出するこ

とができる場合のいずれにも該当しない場合について準

用する。この場合において、同条第５項中「純損失又は

雑損失の金額」とあるのは「附則第２０条の３第１項に

規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、

「、第１項の申告書」とあるのは「、同項に規定する先

物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事

項を記載した施行規則第５号の４様式（別表）による申

告書」と読み替えるものとする。

４ 第１項の規定の適用がある場合における第３６条の３

の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書

（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第４１条

の１５第５項において準用する所得税法第１２３条第１

項の規定による申告書を含む。」と、「又は第３項から

第５項まで」とあるのは「若しくは第３項から第５項ま

で又は附則第２０条の３第３項において準用する前条第
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５項」と、同条第２項中「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又は附則第

２０条の３第３項において準用する前条第５項」とす

る。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民

税の課税の特例） 税の課税の特例）

第２０条の２ 略 第２０条の４ 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。 による。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条

の２第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 の４第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１ (2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条 項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適 の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の 用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の

９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則 ９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中 第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」 ２０条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定 のは「所得割の額及び附則第２０条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の

１１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 １１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の 則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 額」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山 (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は 林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

附則第２０条の２第１項に規定する条約適用利子等の 附則第２０条の４第１項に規定する条約適用利子等の

額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若し 額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３ くは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３

条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の 条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の

金額、同条第１８項に規定する特定収益分配に係る配 金額、同条第１８項に規定する特定収益分配に係る配

当所得の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等 当所得の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等

に係る一時所得の金額若しくは同条第２４項に規定す に係る一時所得の金額若しくは同条第２４項に規定す

る特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とす る特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とす

る。 る。

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第２０条の２第１項に規定する条約適用利子等の 則第２０条の４第１項に規定する条約適用利子等の
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額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所 額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による 得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 市民税の所得割の額」とする。

３及び４ 略 ３及び４ 略

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定める ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 ところによる。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条

の２第３項に規定する条約適用配当等の額」とする。 の４第３項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１ (2) 第３４条の８、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条 項、第３４条の１１、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適 の３第１項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の 用については、第３４条の８第１項前段、第３４条の

９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則 ９、第３４条の１０第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中 第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条の２第３項の規定による市民税の所得割の額 ２０条の４第３項の規定による市民税の所得割の額

と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある と、第３４条の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項の規定 のは「所得割の額及び附則第２０条の４第３項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の による市民税の所得割の額の合計額」と、第３４条の

１１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 １１中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条の２第３項の規定による市民税の所得割の 則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の１０第１項中「第３３条第４項」 額」と、第３４条の１０第１項中「第３３条第４項」

とあるのは「附則第２０条の２第４項」とする。 とあるのは「附則第２０条の４第４項」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山 (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は 林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

附則第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等の 附則第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の

額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若し 額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３ くは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３

条の２第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る 条の２第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る

利子所得の金額又は配当所得の金額」とする。 配当所得の金額」とする。

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等の 則第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所 額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の２第３項の規定による 得割の額並びに附則第２０条の４第３項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 市民税の所得割の額」とする。

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の ６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の

適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を 適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を

除く。）における第３４条の１０の規定の適用について 除く。）における第３４条の１０の規定の適用について
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は、同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若し は、同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若し

くは附則第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等 くは附則第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じ （以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じ

た年の翌年の４月１日の属する年度分の第３６条の２第 た年の翌年の４月１日の属する年度分の第３６条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後において市民 １項の規定による申告書（その提出期限後において市民

税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及 税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申 びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申

告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする 告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする

旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事 旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事

項の記載がある場合（これらの申告書にこれらの記載が 項の記載がある場合（これらの申告書にこれらの記載が

ないことについてやむを得ない理由があると市長が認め ないことについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る るときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る

所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額に 所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額に

ついて租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び ついて租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６ 地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の 号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定に ２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定に

より配当割額を課されたとき、又は第３３条第６項」 より配当割額を課されたとき、又は第３３条第６項」

と、同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税 と、同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税

条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読 条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読

み替えて適用される法第３７条の４」とする。 み替えて適用される法第３７条の４」とする。

（保険料に係る個人の市民税の課税の特例）

第２０条の５ 所得割の納税義務者が支払った又は控除さ

れる保険料（租税条約等実施特例法第５条の２第１項に

規定する保険料をいう。）については、法第３１４条の

２第１項第３号に規定する社会保険料とみなして、この

条例の規定を適用する。

２ 第３６条の２第４項の規定は、前項の納税義務者（同

条第１項又は第３項の規定によって同条第１項の申告書

を提出する義務を有する者を除く。）が前項の規定によ

り適用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の

控除を受けようとする場合について準用する。この場合

において、同条第４項中「若しくは医療費控除額」とあ

るのは、「、医療費控除額若しくは社会保険料控除額」

と読み替えるものとする。

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡

期限の延長等の特例） 期限の延長 の特例）

第２２条の２ その有していた家屋でその居住の用に供し 第２２条の２ その有していた家屋でその居住の用に供し

ていたものが東日本大震災（平成２３年３月１１日に発 ていたものが東日本大震災（平成２３年３月１１日に発

生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電 生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電
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所の事故による災害をいう。次項において同じ。）によ 所の事故による災害をいう。）により滅失（東日本大震

り滅失（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の 災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下 律（平成２３年法律第２９号。以下この項及び次条にお

この条及び次条において「震災特例法」という。）第１ いて「震災特例法」という。）第１１条の６第１項に規

１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項及び 定する滅失をいう。以下この項において同じ。）をした

次項において同じ。）をしたことによってその居住の用 ことによってその居住の用に供することができなくなっ

に供することができなくなった所得割の納税義務者が、 た所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷

当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地 地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権

等（同条第１項に規定する土地等をいう。次項において 利の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲

同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定 渡をいう。）をした場合には、附則第１７条第１項中

する譲渡をいう。次項において同じ。）をした場合に 「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本大震災の被

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字 災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第 成２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規定によ

１７条、附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則 り適用される場合を含む。）」と、「同法第３１条第１

第１８条の規定を適用する。 項」とあるのは「租税特別措置法第３１条第１項」と、附

附則第 第３５条 第３５条第１項（東日本大震災の被災 則第１７条の２第３項中「第３７条の９の５まで」とある

１７条 第１項 者等に係る国税関係法律の臨時特例に のは「第３７条の９の５まで（東日本大震災の被災者等に

第１項 関する法律（平成２３年法律第２９ 係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第

号）第１１条の６第１項の規定により １項の規定により適用される場合を含む。）」と、附則第

適用される場合を含む。） １７条の３第１項中「租税特別措置法第３１条の３第１

同法第３ 租税特別措置法第３１条第１項 項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

１条第１ 法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定に

項 より適用される租税特別措置法第３１条の３第１項」と、

附則第 第３５条 第３４条の３まで、第３５条（東日本 附則第１８条第１項中「第３６条」とあるのは「第３６条

１７条 の２まで 大震災の被災者等に係る国税関係法律 （東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

の２第 、第３６ の臨時特例に関する法律第１１条の６ に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される

３項 条の２、 第１項の規定により適用される場合を 場合を含む。）」と、「同法第３２条第１項」とあるのは

第３６条 含む。）、第３５条の２、第３６条の 「租税特別措置法第３２条第１項」として、附則第１７

の５ ２若しくは第３６条の５（これらの規 条、附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則第１８

定が東日本大震災の被災者等に係る国 条の規定を適用する。

税関係法律の臨時特例に関する法律第

１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）

附則第 租税特別 東日本大震災の被災者等に係る国税関

１７条 措置法第 係法律の臨時特例に関する法律第１１

の３第 ３１条の 条の６第１項の規定により適用される

１項 ３第１項 租税特別措置法第３１条の３第１項

附則第 第３５条 第３５条第１項（東日本大震災の被災

１８条 第１項 者等に係る国税関係法律の臨時特例に

第１項 関する法律第１１条の６第１項の規定
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により適用される場合を含む。）

同法第３ 租税特別措置法第３２条第１項

２条第１

項

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたもの

が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住

の用に供することができなくなった所得割の納税義務者

（以下この項において「被相続人」という。）の相続人

（震災特例法第１１条の６第２項に規定する相続人をい

う。以下この項において同じ。）が、当該滅失をした旧

家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この項

において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲

渡をした場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を当

該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供してい

ない場合に限る。）における当該土地等（当該土地等の

うちにその居住の用に供することができなくなった時の

直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有し

ていた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以

外の部分に係るものに限る。以下この項において同

じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を

当該被相続人がその取得をした日として令附則第２７条

の２第４項で定める日から引き続き所有していたもの

と、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されて

いた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前

項の規定により読み替えられた附則第１７条、附則第１

７条の２、附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を

適用する。

３ 前２項の規定は、これらの規定の適用を受けようとす ２ 前項の規定は、同項 の規定の適用を受けようとす

る年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（そ る年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提出された第 時までに提出されたもの及びその時までに提出された第

３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に、これらの ３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に、前項 の

規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これ 規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これ

らの申告書にその記載がないことについてやむを得ない らの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用 理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用

する。 する。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用 （東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用

期間等の特例） 期間等の特例）

第２３条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震 第２３条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震
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災特例法第１３条第１項の規定の適用を受けた場合にお 災特例法第１３条第１項の規定の適用を受けた場合にお

ける附則第７条の３及び附則第７条の３の２の規定の適 ける附則第７条の３及び附則第７条の３の２の規定の適

用については、附則第７条の３第１項中「租税特別措置 用については、附則第７条の３第１項中「租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２」とあるのは「東日本 法第４１条又は第４１条の２の２」とあるのは「東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す 大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律（平成２３年法律第２９号）第１３条第１項の規 る法律（平成２３年法律第２９号）第１３条第１項の規

定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条 定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条

又は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１ 又は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１

条の２の２」と、「法附則第５条の４第６項」とあるの 条の２の２」と、「法附則第５条の４第６項」とあるの

は「法附則第４５条第４項の規定により読み替えて適用 は「法附則第４５条第３項の規定により読み替えて適用

される法附則第５条の４第６項」と、附則第７条の３の される法附則第５条の４第６項」と、附則第７条の３の

２第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２ ２第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２

の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税 の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定 関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条又 により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条又

は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条 は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条

の２の２」と、「法附則第５条の４の２第６項（同条第 の２の２」と、「法附則第５条の４の２第５項

９項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」とあるのは「法附則第４５条第４項の規定によ 」とあるのは「法附則第４５条第３項の規定によ

り読み替えて適用される法附則第５条の４の２第６項」 り読み替えて適用される法附則第５条の４の２第５項」

と、同条第２項第２号中「租税特別措置法第４１条の２ と、同条第２項第２号中「租税特別措置法第４１条の２

の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税 の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定 関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と

する。 する。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例

法第１３条第３項若しくは第４項又は第１３条の２第１ 法第１３条第３項若しくは第４項又は第１３条の２第１

項から第６項までの規定の適用を受けた場合における附 項から第５項までの規定の適用を受けた場合における附

則第７条の３及び第７条の３の２の規定の適用について 則第７条の３及び第７条の３の２の規定の適用について

は、附則第７条の３第１項中「法附則第５条の４第６ は、附則第７条の３第１項中「法附則第５条の４第６

項」とあるのは「法附則第４５条第５項の規定により読 項」とあるのは「法附則第４５条第４項の規定により読

み替えて適用される法附則第５条の４第６項」と、附則 み替えて適用される法附則第５条の４第６項」と、附則

第７条の３の２第１項中「法附則第５条の４の２第６項 第７条の３の２第１項中「法附則第５条の４の２第５項

（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）」とあるのは「法附則第４５条第５項の規定に 」とあるのは「法附則第４５条第４項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４の２第６項 より読み替えて適用される法附則第５条の４の２第５項

（法附則第４５条第６項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）」とする。 」とする。


